
 
婚姻届の記載例 

（１）氏名・生年月日 

戸籍謄本または戸籍全部事項証明書に記載されている氏・名

で書いてください。 

※戸籍に記載されている氏名が、例えば「邊」など旧字で記載さ

れている場合、別途申出により「辺」に更正することができます。

詳しくは、ご相談ください。 

✓ 

✓ 

（６）初婚・再婚の別 

再婚のときは、直前の婚姻について書いてく

ださい。 

届出人署名 
各自署名（婚姻前の氏）をしてください。 
押印は任意です。 

（２）住所 

住民票のあるところを書いてください。 
 
（３）本籍 

本籍の表示は、戸籍謄本または戸籍全部事項証明書に記載さ

れているとおりに書いてください。 

※当事者が外国人のときは、本籍欄に国籍を書いてください。（例

「国籍○○」） 

※筆頭者氏名は、戸籍謄本または戸籍全部事項証明書のはじめ

に記載されている方の氏名を書いてください。 

※父母との続柄は、戸籍謄本または戸籍全部事項証明書に記載

されているとおりに書いてください。 

※養子縁組をされている方は、養父母の氏名を書いてください。 

（４）婚姻後の夫婦の氏 

※日本人同士の婚姻の場合は、必ずいずれかを選択してく 

ださい。 

    ◆夫の氏を称する場合          ◆妻の氏を称する場合 

                            

   

 

新しい本籍  

※新本籍の欄には、この婚姻により新戸籍を編製することになり

ますので希望する本籍を書いてください。（上記✓の人が筆頭

者の場合は除きます。） 

※本籍の表示は、住居表示を実施している市区町村では「番地」

に代えて街区符号の番号「○番○号」の内「○番」を用いるこ

ともできます。 

      〔例〕【住所】広島市○○区○○町○番○号  

→【新本籍】広島市○○区○○町○番 

※日本人と外国人が婚姻するとき、日本人が筆頭者でない場合、

新戸籍を編製することになりますので希望する本籍を書いてく

ださい。 

□夫の氏 

□妻の氏 

□夫の氏 

□妻の氏 

✓ 

✓ 

連絡先 
※平日午前 8時 30分から午後 5時

15分の間で連絡の取れる電話番号
を書いてください。 

2025.5 

証人  
証人になる方は、成年に達している人で、この

婚姻の事実を知っている人であればどなたでもな

れます。（２人必要です。） 

※生年月日・住所・本籍も届出人と同様、省略せ

ず書いてください。 
 
証人署名 

各自署名をしてください。押印は任意です。 

  

※「消せるボールペン」では書かないで

ください。 


